
 

 

令和２年２月２９日 

保護者 様 

 

唐 津 市 教 育 委 員 会 

 

臨時休業期間中における学校及び放課後児童クラブでの 

児童生徒の受け入れについて 

 

唐津市立小・中学校の臨時休業については、すでに通知しているところです。 

今回の臨時休業については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のためであることを

踏まえたものですが、やむを得ない理由がある場合は、臨時休業期間中に、小・中学校と

放課後児童クラブで次の児童生徒を受け入れます。 

 

Ａ：放課後児童クラブに登録している児童（小学校のみ） 

Ｂ：児童生徒のみで自宅で過ごすことができない児童生徒（小・中学校） 

 

つきましては、臨時休業期間中に学校で児童生徒の受け入れを希望される場合は、別添

申込書に記入のうえ、学校へ提出してください。児童生徒が登校する際に持参させても結

構です。 

 

 １ 受け入れ期間   

令和２年３月３日（火）～令和２年３月１５日（日） 

※ 小中学校は１３日（金）まで。放課後児童クラブは１４日（土）まで。 

※ ３月１６日（月）以降については、今後の状況をみて検討する。 

 

 ２ 受け入れ方法 

  (1) 原則：自宅待機 

不要不急の外出や人の集まる場所等への外出を避け、できる限り自宅で過ごすよ

うお願いします。 

     

(2) 小・中学校及び放課後児童クラブでの受け入れ( * 弁当持参となります ) 

時 刻 小・中学校（月～金） 放課後児童クラブ（月～土） 

８：１５ 

 

 

 

１４：００ 

 

１９：００ 

登 校 

（自習等） 

 

 

 *昼食（弁当） 

下 校 

Ｂの児童生徒は帰宅 Ａの児童 

 月～金(14:00～19:00） 

  土  ( 7:30～19:00） 

      

   (3) その他 

     個別の相談は、下記の担当課または各学校へ問い合わせください。 

 

担当：【学校】学校教育課（TEL：７２－９１５８） 

              【放課後児童クラブ】子育て支援課（TEL：７２－９１５１）                                                                          


